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１ 事業の概要 
  
住宅改修は、要介護（支援）状態になった方が、住み慣れた居宅において日常生活の自立支援を行

い事故防止や介護者の負担軽減を目的に住宅改修を行う場合に、その費用の一部が支給される介護

保険給付制度です。支給対象となる住宅改修は、資産形成につながらない比較的小規模なものが対

象です。工事を着工する前に、ご本人・ご家族・介護支援専門員・工事施工業者で十分な打ち合わ

せのもと水俣市へ申請する必要があります。事前申請のない場合は、支給の対象となりませんので

ご注意ください。 

 

◆ 対象者 
要介護（支援）の認定を受け、在宅で生活されている水俣市の被保険者。 

※認定結果が非該当の場合は、対象外です。 

 

◆ 対象となる住宅  
被保険者が居住する（被保険者証に記載されている住所）住宅が対象になります。 

 

◆ 改修の必要性 
被保険者の心身の状況と住宅の状況などから判断して、自立した生活を営むために住宅改修が

必要であること。 

 

◆  住宅改修の種類   
①  手すりの取り付け ・廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から通路までの通

路等に転等防止や移動補助を目的として設置するも

のです。 

②  段差の解消 

 

・居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋間の床

の段差や玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を

解消するための改修。具体的には、敷居の撤去、ス

ロ－プの設置、浴室の床のかさ上げなどの工事です。 

 

※昇降機、移動用リフト、段差解消機など動力による

段差を解消する機器を設置する工事は除きます。 

③  滑り防止及び移動の円滑化等のための床

又は通路面の材料の変更 

・居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材

等への変更、浴室においては床材の滑りにくいもの

に変更、通路面においては滑りにくい舗装材へ変更

する工事です。 

④  引き戸等への扉の取り替え 

 

・開き戸を引き戸、折り戸、アコ－ディオンカ－テン

等に取替える扉全体の工事や扉の撤去、ドアノブの

変更、戸車の設置等の工事です。 

⑤  洋式便器等への便器の取り替え 

（和式便器を洋式便器に替える改修） 

 

 

・洋式便器の向きを変える工事も対象です。 

・既に洋式便器の場合に、暖房便座や洗浄機能付便座

に取り替える工事は対象外となります。 

・水洗化または簡易水洗化の工事は対象外となります。 

⑥  その他①～⑤の住宅改修に付帯して必要

となる住宅改修 

 

 

・手すりの取り付けのための壁の下地補強 

・便器の取り替えに伴う給排水設備工事 

・床材の変更に伴う下地の補強や根太の補強 

・扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事 

・浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事 
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２ 支給限度基準額について  

 
 要介護（支援）度に関係なく、住宅改修費支給限度基準額は２０万円です。２０万円を上限とし

て改修に要した費用の７割～９割が保険で支給され、１割～３割が自己負担となります。 

 また、２０万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。 

 

【規定の例外となる場合】（国通知：平成１２年３月８日付け老企第４２号 参照） 

① ３段階リセット 
初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、「介護の必

要の程度」の段階が３段階以上上がった場合は、支給限度基準額が２０万円に戻ります。ただ

し、この３段階以上というのは、着工日の要介護等状態区分を比較するものであり、段階が上

がった時に自動的に３段階リセットの例外が適用されるのではなく、その時点で住宅改修を行

わない場合は適用されません。 

この例外は同一住宅、同一要介護者について１回のみ適用されます。  

 

初回の住宅改修着工日の要介護状態区分 追加の住宅改修時の要介護区分 

要支援１ 要介護３以上 

要支援２・要介護１ 要介護４以上 

要介護２ 要介護５ 

 

 

 
例）要支援１と認定されたもののその時点では住宅改修を行わず、要介護１となってから初めて住

宅改修を行った場合は、要介護１を基準として「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上が

った場合に再度２０万円まで支給が可能になります。 

 

 
住宅改修以前に認定  はじめて住宅改修に          再度住宅改修に着工 

されていた状態区分  着工する日の状態区分         する日の状態区分 

 

        ２０万円まで利用    ×利用不可   ○再度２０万円まで利用 

                             （３段階リセット） 

 

  要支援１     要介護１       要介護３      要介護４ 

                               

 

 

  

② 転居リセット 
転居した場合は、転居前の住宅に係る場宅改修の支給状況とは関係なく、転居後の住宅につい 

て２０万円までの住宅改修費の支給が可能となります。 

３段階リセットと転居が重なった場合は、転居リセットが優先されます。 

 

 



5 

 

 ３ 支給方法について 
 
 住宅改修の支給方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の２通りがあります。 

 

①  償還払い 
被保険者が施工業者に住宅改修費全額を支払い、その後水俣市から改修費用の 

７割～９割を保険給付分として、償還（払い戻し）を受けるものです。 

 
             （3）住宅改修費（７割～９割）請求 

    

                      

    被保険者               保険者（水俣市） 

                      

 
             （4）住宅改修費（７割～９割）を支払う 

 

（1）住宅改修     (2) 費用の全額を支払う 

 

                      

    

住宅改修施工業者 

 

 

 

 

②   受領委任払い 
被保険者が施工業者に住宅改修費の１割～３割を支払い、その後水俣市から 

   改修費用の７割～９割を保険給付分として、施工業者に支払うものです。  

 
                 (3）住宅改修費（７割～９割）請求  

                     

 

被保険者                保険者（水俣市） 

 

       

（2）費用の１割～３割を 

支払う  

             
（1）住宅改修               

（4）住宅改修費（７割～９割）を支払う           

 

     住宅改修施工業者              

  

 

 

 

※  施工業者は、受領委任払い取扱事業者として登録された事業者に限る。 
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４ 住宅改修支給申請の流れについて 
 

 住宅改修費の支給を受けるには、事前の申請で改修内容について承認を受けた後、住宅改修を行

い、工事の終了後に実際の改修費用支給を申請します。 

 事前申請の承認を受ける前に工事着工した場合は、住宅改修費の支給対象となりません。 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事前申請に必要な書類について 

事前申請 
申請書等を水俣市へ提出し、水俣市は提出された申請書等について審査します。 

 

完了報告・支給申請 
工事が完了後、被保険者は施工業者に工事代金を支払う。 

施工業者は報告書等を水俣市へ提出し、水俣市は提出された報告書等について審査しま

す。 

 

施工→完成  

支給決定 
完了審査を行い、支給が認められた場合は、３ケ月後に支給決定通知書の送付及び指定の 

口座へ７割～９割を振り込みます。（受領委任払いの場合は、施工業者の口座へ振り込む） 

 

 

 

事前相談   
 住宅改修についてケアマネジャ－又は地域包括支援センタ－等に相談して改修内容を決めま

す。 

  

  

見積もりを依頼 

 被保険者・家族・ケアマネジャ－・施工業者とで打ち合わせ、見積りを行う。 

 施工業者によって金額に差があります。複数見積もりをとることをお勧めします。 

審査の結果、複数見積もりをしていただく場合もあります。 

なるべく作業療法士、理学療法士等の専門職を交えて的確な判断をしてください。 

 

工事承認決定通知書を水俣市から送付（承認通知と支給決定通知は違います） 
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項目 留意事項 

・介護保険住宅改修費支給申請書 

 

・住宅改修が必要な理由書 

 

 

 

・工事前の写真 

 

 

・工事箇所図面 

 

 

 

・工事見積書 

 

 

 

 

 

・介護保険住宅改修費等受領委任払い

制度に係る委任状 

 

※その他 

 

     

・申請者は、被保険者です。 

 

・理由書を作成するのは、基本的に居宅サービス計画又は

介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び

地域包括支縁センタ－の担当職員とします。 

 

・写真は改修箇所ごとに改修部分が明確になるように 

撮影されたもので、撮影日が入ったもの。      

 

・工事箇所図面は、写真の番号と一致するようそれぞれの

改修位置に番号、寸法等を記載し、生活動線を朱書きで

図示して下さい。 

 

・工事見積書は、部屋名、工事の部分、工事の名称、写真

番号、内容、単価、数量等を記載してください。 

・費用の内訳は、材料費、施行費、諸経費等を区分してく

ださい。 

・素材、金額がわかるカタログを添付してください。 

 

 

 

※改修する住宅が借家・借間の場合は承諾書を添付。 

※市営住宅の場合は、水俣市の許可を受けること。 

（担当課：市役所都市計画課） 

※パンフレット等の提出をお願いする場合もあります。 

 

 

 

 
 

                 

項目 留意事項 

・介護保険住宅改修完了報告書 

  

 

・改修後の写真 

 

・領収書（写し可） 

 

・工事費内訳書 

 

 

 

・工事の着工日と完成日を必ず記載してください。 

 

・改修部分が明確になるように、改修前の写真と構図をそ

ろえて撮影されたもので、撮影日が入ったもの。 

 

・領収書は、「被保険者氏名」を記入してください。 

 

・部屋名、工事の部分、工事の名称、工事の内容（仕様・

長さ・面積等）・数量・単価・品番等を記載します。 

 

 

５ 事前申請に必用な書類について  

６ 事後申請に必用な書類について  
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（１） 新築又は増改築の場合 
  住宅の新築や増改築の理由による工事は支給対象外となります。ただし、居住を開始した後に、

新たに改修の必要性が生じた場合は対象となります。 

 

（２）老朽化、器具の故障等の場合 
老朽化、器具の故障、破損、摩耗、消耗等の理由による工事は支給対象外となります。 

 

（３） 住宅改修対象外の工事も併せて行われた場合 
    住宅改修の支給対象となる工事に併せて支給対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽  

出、按分等適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる費用を算出します。たとえば、和

式便器を洋式便器へ取り替えた場合、水洗化または簡易水洗化に係る費用を除いた見積書の作

成が必要です。また、提出された見積書で確認ができない場合は、全体にかかる費用の見積書

の提出をお願いする事があります。 

 

（４） 被保険者等が自ら住宅改修等を行った場合 
  被保険者が自ら材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われた場合は、材料の購入

費のみが支給対象になります。この場合の領収書は、材料の販売者が発行したものになります。

添付する内訳書は、使用した材料の内訳等を記載した書類を本人又は家族等が作成します。 

      なお、この場合であっても、必要となる書類に変更はありません。   

  

（５） 一つの住宅に複数の被保険者がいる場合の費用 
  住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに支給申請を行

うことができます。ただし、複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合は、各被保険者ご

とに対象となる工事を設定し、重複しないように申請を行います。たとえば、被保険者が２人

いる場合、共有の居室の床材の変更に３０万円を要した場合に、１５万円ずつ申請することは

できませんので、いずれか一方のみが支給申請を行うこととなります。 

  

（６） 一時的に身を寄せている住宅の改修 
  住民登録している住宅の改修が支給対象となります。たとえば、「一人暮らしで病気になり娘

宅に長い間暮らしている」という場合でも、住宅改修は対象外になります。 

  

（７） 入院中の住宅改修 
  入院（入所）中の場合は、住宅改修は原則できませんが、退院後の住宅について予め改修して

おくことも必要と考えられますので、事前に市に確認をしたうえで改修を行い、退院後に住宅

改修費の支給申請を行うことは可能です。この場合、結果として退院（退所）できなかった時

（病院から施設入所、死亡した場合など）は支給されませんので十分注意してください。 

  

（８） 工事の追加や内容の変更があった場合 
  基本的には、再度、同じ事前申請手続きが必要になります。しかし、内容によっては追加分の

見積もりと写真・図面の添付のみでよい場合があります。まずは、ケアマネジャ－に相談して

担当窓口へ連絡をお願いします。 

 

（９） その他  

介護保険料の滞納がある場合は、改修費をいったん全額自己負担していただくなど、

制限がありますので納め忘れのないよう気をつけてください。 

 
  適正な介護保険住宅改修を行うためにも、調査等にご協力をお願いし 

７ 住宅改修の留意点について 
 

 

 


